
　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２４年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
3. 民生費 10.老人ホーム入所措置事業

2. 老人福祉費

1. 老人福祉総務費 高齢者福祉課

（佐倉市）　　

0

平成24年度 0

経常 単独 28,529 343 0
平成25年度 0

平成26年度 0

平成27年度 0

平成28年度 0

5,283 28,872 5,283 23,589

5,283 28,833 5,283 23,550

　身体上、精神上、環境上の問題があり、かつ経済的に 　老人ホームへの入所判定にかかる費用及び入所後の老 　在宅困難な者を老人ホームに入所させることにより、

困窮している高齢者で、居宅において生活することが困難な者を養護老 人ホーム措置費を計上し本人の生活の場を確保する。 福祉の向上及び本人の健全な生活の確保が可能となる。

人ホームへ措置する。また、やむを得ない事由により、介護保険法によ

る対応が著しく困難と認められる要介護者を特別養護老人ホームに入所

措置する。

当該高齢者は複雑な事由を有しており、入所判定

のみならず、多様な関係機関との調整を要する。

分担金及び負担金

08 61 92 △31

13 28,772 28,429 343

12 01 01 02 01 00 老人ホーム入所負担金 5,283 5,283 5,553 △270

差引一般財源 23,589 23,550 22,976 574


